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広報 つ！　平成28年９月16日号 11

前回の様子

昨年の様子

健　　康

無料相談

とき（10月） ところ

11日㈫
13時30分～15時30分

市白山庁舎２階
住民活動室

13日㈭
９時30分～11時30分

市美里庁舎２階
第４会議室
多気地域住民センター
ふれあい相談室

４日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

14日㈮
９時～12時

市河芸庁舎１階
相談室

17日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

17日㈪
13時～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

13日㈭
13時30分～15時

６日㈭
９時30分～11時30分

７日㈮
13時30分～15時30分

５日㈬
９時30分～11時30分

20日㈭
13時～16時（受け付
けは15時まで）

13日㈭
９時30分～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

白山市民会館１階
教養娯楽室

市安濃庁舎２階
会議室１

市美里庁舎２階
会議室４

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

とき（10月） ところ

10月２日㈰10時30
分～13時30分

10月１日㈯13時～
17時、２日㈰10時
～15時

10月２日㈰10時～、
14時～

写真展

ミニコン
サート
ドイツ料
理教室

アスト津５階
ギャラリー２

アスト津５階
食工房

と　き内　容 ところ

榊原温泉秋の収穫祭
かかしコンテスト作品
　作品テーマ・出展方法など詳
しくは、お問い合わせください。
　同祭実行委員会(榊原農民研修
所内、　252－0220)

四季の彩り祭り「新春祭」参加団体
　来年１月15日(日)10時～15時
　久居総合福祉会館南館３階レ
クリエーションホール　　舞踊、
詩吟、詩舞、太鼓、ダンス、ショー
などステージ出演(出演団体数に
より時間制限あり)
　10月１日(土)～15日(土)に所
定の応募用紙に必要事項を記入
し、郵送で四季の彩り祭り実行
委員会事務局(〒514-1123 牧町
475-2 垣野宛)へ　※応募用紙を
郵送しますので詳しくはお問い
合わせください。
　同祭実行委員会事務局(　255－
3180)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　10月12日(水)13時～14時30分
　同センター作業室(三重町津興)
　市内に在住の60歳以上で、臨時・
短期・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

スコーレ家庭教育講座　子どもの
輝く魔法の言葉～心の強い子が
育つ！！世界一の家庭を作ろう～
　10月６日(木)10時～11時30分
　県男女共同参画センターフレ

ンテみえ２階セミナー室Ｂ(県総
合文化センター内)　　子育て中
の保護者　　　50人　　300円
※託児あり(　15人、　１人500円)
　９月22日(木・祝)～10月５日(水)
にスコーレ家庭教育振興協会東海
事務所担当(　090－2776－1362)へ

ドイツの写真展・ミニコンサー
ト・料理教室
　風景や暮らしなどの写真、音
楽、料理のコラボレーションで
ドイツを楽しみませんか。

　市内に在住の人、三重日独協
会会員　　　料理教室のみ25人
　料理教室のみ1,000円
　料理教室のみ９月20日(火)～
25日(日)に三重日独協会(　232－
0594)へ

認知症予防教室
　10月14日(金)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１　　お口
の健康と認知症予防　　市内に
在住の60歳以上の人　　　30人
　９月30日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

全国一斉!法務局休日相談所
(予約優先)
　登記、境界、戸籍・国籍、人
権などの相談に法務局職員、司
法書士、土地家屋調査士、公証
人、人権擁護委員が答えます。
　10月２日(日)10時～16時　　
津地方法務局(丸之内)
　津地方法務局(　228－4109)へ

地価などに関する無料相談会
　10月３日(月)９時30分～12
時、13時～15時30分　　市本
庁舎１階ロビー　　不動産鑑定
士による地価や地代、家賃、土
地利用に関する相談
　三重県不動産鑑定士協会(　
229－3671)

10月の行政相談
　国や市などの行政に関する意
見等を、12人の行政相談委員
(市政相談員)が受け付けます。

　三重行政評価事務所(　227－
6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課(丸之内)
　同課(　228－4193)


